
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
平成五年四月一日
奈良県規則第一号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和四十七年四月奈良県規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)

第一条　廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関
しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)及び
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定
めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(廃棄物処理施設設置の許可証の書換え交付及び再交付)

第二条　法第八条第一項又は法第十五条第一項の許可を受けた者(次項及び次条において「許可を受けた者」と
いう。)は、当該許可に係る許可証(この条及び次条において「許可証」という。)の記載事項に変更が生じた
ときは、速やかに、一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設設置許可証書換え交付申請書(第一号様式)に、既に交付
を受けている許可証及び当該変更に係る事項を明らかにする書類を添えて、知事に許可証の書換え交付の申請
をしなければならない。

2　許可を受けた者は、許可証をき損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物(産業廃棄物)処理
施設設置許可証再交付申請書(第一号様式)を知事に提出して、許可証の再交付の申請をすることができる。こ
の場合において、許可証をき損し、又は汚損したときは、当該許可証を添えなければならない。
(廃棄物処理施設設置の許可証の返納)

第三条　許可を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに知事に許可証を返納しなければならな
い。
一　許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見したとき。
二　当該許可を取り消されたとき。
三　当該許可に係る施設を廃止したとき。
(熱回収施設設置者の認定証の交付)

第三条の二　知事は、法第九条の二の四第一項の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(第一号様式の二)
を交付するものとする。

(平二三規則一八・追加)
(熱回収施設設置者の認定証の書換え交付)

第三条の三　知事は、法第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けた者(以下「認定を受
けた者」という。)から政令第五条の五(政令第七条の四において準用する場合を含む。)の規定による変更の
届出があった場合において、当該認定に係る認定証(以下「認定証」という。)の書換えを必要とすると認める
ときは、認定証を書き換えて交付する。

(平二三規則一八・追加)
(熱回収施設設置者の認定証の再交付)

第三条の四　認定を受けた者は、認定証を毀損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物(産業廃
棄物)熱回収施設設置者認定証再交付申請書(第一号様式の三)を知事に提出して、認定証の再交付の申請をす
ることができる。この場合において、認定証を毀損し、又は汚損したときは、当該認定証を添えなければなら
ない。

(平二三規則一八・追加)
(熱回収施設設置者の認定証の返納)

第三条の五　認定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに知事に既に交付を受けている認定証
を返納しなければならない。
一　認定証の再交付を受けた者が亡失した認定証を発見したとき。
二　当該認定を取り消されたとき。
三　当該認定に係る施設を廃止したとき。

2　認定を受けた者は、当該認定の更新又は変更届出をして新たに認定証の交付を受けるときは、既に交付を受
けている認定証を返納しなければならない。

(平二三規則一八・追加)
(産業廃棄物処理業の許可証の再交付)

第四条　法第十四条第一項若しくは第六項又は法第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けた者(次条に
おいて「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る許可証(この条及び次条において「許可証」とい
う。)をき損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業許可証再交
付申請書(第二号様式)を知事に提出して、許可証の再交付の申請をすることができる。この場合において、許
可証をき損し、又は汚損したときは、当該許可証を添えなければならない。

(平一五規則二二・一部改正)
(産業廃棄物処理業の許可証の返納)

第五条　許可を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに知事に既に交付を受けている許可証を返
納しなければならない。
一　許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見したとき。
二　当該許可を取り消されたとき。
三　当該許可に係る事業の全部を廃止したとき。

2　許可を受けた者は、当該許可の更新若しくは変更の許可を受け、又は変更届出をして新たに許可証の交付を
受けるときは、既に交付を受けている許可証を返納しなければならない。
(産業廃棄物の再生輸送業の指定等)

第六条　省令第九条第二号に規定する収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)の業の指定を受けようとする者
は、再生利用個別指定業指定申請書(第三号様式)に、次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、知事に提出し
なければならない。
一　省令第九条の二第二項各号に掲げる書類及び図面
二　取引関係を記載した書類
三　生活保全上の対策を記載した書類
四　第八条第一項の業の指定を受けた者との委託関係を記載した書類



五　その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために知事が必要と認める書類
2　前項の指定は、五年の期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3　第一項の指定を受けた者は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変
更指定申請書(第四号様式)に、第一項に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、知事に提出しなけれ
ばならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4　前二項の指定の申請については、省令第九条の二第三項の規定を準用する。
5　知事は、第一項の指定又は第三項の変更指定に生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(産業廃棄物の再生輸送業の指定の基準)

第七条　知事は、前条第一項の申請があった場合において、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合していると
認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一　再生活用業者が自ら又は再生活用の業の指定を受けた者の委託により再生輸送を行うこと。
二　再生輸送の事業に係る産業廃棄物が確実に再生活用されること。
三　再生輸送をするための施設、人員等を備えていること。
四　前号の施設が省令第十条第一号の基準に適合するものであること。
五　生活環境の保全上支障が生じないこと。
六　申請者が再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
七　申請者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
八　申請者が第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でない
こと。

(平一五規則二二・令元規則二七・一部改正)
(産業廃棄物の再生活用業の指定等)

第八条　省令第十条の三第二号に規定する処分(以下「再生活用」という。)の業の指定を受けようとする者は、
再生利用個別指定業指定申請書(第三号様式)に、次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、知事に提出しなけ
ればならない。
一　省令第十条の四第二項第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる書類及び図面
二　取引関係を記載した書類
三　生活保全上の対策を記載した書類
四　再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
五　再生輸送を委託する場合には、委託関係を記載した書類
六　その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために知事が必要と認める書類

2　第六条第二項から第五項までの規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同条第四項中
「省令第九条の二第三項」とあるのは、「省令第十条の四第三項」と読み替えるものとする。

(平一五規則二二・一部改正)
(産業廃棄物の再生活用業の指定の基準)

第九条　知事は、前条第一項の申請があった場合において、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合していると
認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一　産業廃棄物を原則として無償で引き取ること。
二　引き取った産業廃棄物がすべて再生活用の用に供されること。
三　再生活用を確実に遂行するための施設、人員等を備えていること。
四　排出者との取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。
五　生活環境の保全上支障が生じないこと。
六　申請者が再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
七　申請者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
八　申請者が第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でない
こと。

(平一五規則二二・令元規則二七・一部改正)
(産業廃棄物の再生利用業の指定証の交付)

第十条　知事は、第六条第一項若しくは第八条第一項の指定又は第六条第三項(第八条第二項において準用する
場合を含む。)の変更指定をしたときは、産業廃棄物再生利用個別指定業指定証(以下「指定証」という。)(第
五号様式)を交付する。
(産業廃棄物の再生利用業の指定に係る変更の届出)

第十一条　第六条第一項又は第八条第一項の指定を受けた者(以下「再生利用指定業者」という。)は、次に掲げ
る事項を変更したときは、その日から十日以内に再生利用個別指定業変更届出書(第六号様式)を知事に提出し
なければならない。
一　氏名又は名称及び住所
二　事務所及び事業場の所在地
三　再生利用の目的
四　再生利用の方法
五　取引関係

2　前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一　前項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附
行為及び登記事項証明書

二　前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
三　前項第三号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の再生利用の目的を記載した書類
四　前項第四号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の再生利用の方法を記載した書類
五　前項第四号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の取引関係を記載した書類

3　知事は、第一項の届出があった場合において、指定証の書換えを必要とすると認めるときは、指定証を書き
換えて交付する。

(平一七規則二八・一部改正)
(産業廃棄物の再生利用業の指定に係る廃止の届出)

第十二条　再生利用指定業者は、当該指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、その日から十日以内に
再生利用個別指定業廃止届出書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

2　知事は、前項の届出が再生利用の業の一部の廃止である場合は、指定証を書き換えて交付する。
(産業廃棄物の再生利用業の指定の取消し等)



第十三条　知事は、再生利用指定業者が法若しくは法に基づく処分若しくはこの規則若しくはこの規則に基づく
処分に違反する行為をしたとき、又は第七条各号若しくは第九条各号に掲げる基準に適合しなくなったとき
は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2　知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を
通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(産業廃棄物の再生利用業の指定証の再交付)

第十四条　再生利用指定業者は、指定証をき損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、再生利用個別指定業
指定証再交付申請書(第八号様式)を知事に提出して、指定証の再交付の申請をすることができる。この場合に
おいて、指定証をき損し、又は汚損したときは、当該指定証を添えなければならない。
(産業廃棄物の再生利用業の指定証の返納)

第十五条　再生利用指定業者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに、知事に既に交付を受けている指定
証を返納しなければならない。
一　指定証の再交付を受けた者が亡失した指定証を発見したとき。
二　指定を取り消されたとき。
三　指定に係る事業の全部を廃止したとき。

2　再生利用指定業者は、当該指定の更新若しくは変更の指定を受け、又は変更届出若しくは当該指定に係る事
業の一部の廃止届出をして新たに指定証の交付を受けるときは、既に交付を受けている指定証を返納しなけれ
ばならない。
(廃棄物再生事業者の登録の申請)

第十六条　政令第十七条第一項に規定する申請書は、廃棄物再生事業者登録申請書(第九号様式)とする。
(平一五規則二二・平二三規則一八・一部改正)

(廃棄物再生事業者の登録証明書)
第十七条　政令第十九条に規定する登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、廃棄物再生事業者登録証明書
(第十号様式)とする。

(平一五規則二二・平二三規則一八・一部改正)
(廃棄物再生事業者の変更の届出)

第十八条　政令第二十条の届出をしようとする者は、廃棄物再生事業者登録事項変更届出書(第十一号様式)に、
省令第十六条の三各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、知事に提出しなければならない。

2　知事は、前項の届出により登録証明書の書換えを必要とする場合は、登録証明書を書き換えて交付する。
(平一五規則二二・平二三規則一八・一部改正)

(廃棄物再生事業場の休廃止等の届出)
第十九条　政令第二十一条の届出をしようとする者は、廃棄物再生事業者登録事業場廃止(休止)(再開)届出書
(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一五規則二二・平二三規則一八・一部改正)
(廃棄物再生事業者の登録証明書の再交付)

第二十条　法第二十条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録を受けた者」という。)は、登録証明書をき損
し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書(第十三号様式)を知事
に提出して、登録証明書の再交付の申請をすることができる。この場合において、登録証明書をき損し、又は
汚損したときは、当該登録証明書を添えなければならない。
(廃棄物再生事業者の登録証明書の返納)

第二十一条　登録を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに知事に既に交付を受けている登録証
明書を返納しなければならない。
一　登録証明書の再交付を受けた者が亡失した登録証明書を発見したとき。
二　当該登録を取り消されたとき。
三　当該登録に係る事業の全部を廃止したとき。

2　登録を受けた者は、当該登録の変更届出をして新たに登録証明書の交付を受けるときは、既に交付を受けて
いる登録証明書を返納しなければならない。
(最終処分場の台帳の帳簿)

第二十二条　省令第十五条の八第一項の帳簿は、一般廃棄物(産業廃棄物)最終処分場台帳帳簿(第十四号様式)と
する。

(平一五規則二二・平二三規則一八・一部改正)
(最終処分場の台帳の閲覧)

第二十三条　法第十九条の十二第三項の規定により同条第一項の台帳の閲覧の請求を行おうとする者は、一般廃
棄物(産業廃棄物)最終処分場台帳閲覧請求書(第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一五規則二二・平二三規則一八・令三規則五〇・一部改正)
(書類の提出部数及び経由機関)

第二十四条　法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本一通及び副本二通とし、奈
良県景観・環境総合センターの長を経由しなければならない。ただし、奈良県内に廃棄物の処理等に係る施設
又は産業廃棄物処理業、産業廃棄物再生利用業若しくは廃棄物再生事業の事務所若しくは事業場のいずれをも
有しない者が知事に提出する書類は、正本副本各一通とし、奈良県景観・環境総合センターの長を経由するこ
とを要しない。

(平二一規則六六・平二五規則九九・一部改正)
附　則

(施行期日)
1　この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2　この規則の施行の際現に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によりなされている申
請その他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定によってなされた申請そ
の他の行為とみなす。

第1号様式(第2条関係)
(令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006703.rtf


第1号様式の2(第3条の2関係)
(平23規則18・追加)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00000984.rtf


第1号様式の3(第3条の4関係)
(平23規則18・追加、令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006704.rtf


第2号様式(第4条関係)
(令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006705.rtf


第3号様式(第6条、第8条関係)
(平13規則49・平15規則22・平17規則28・平23規則18・令元規則27・令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006706.rtf


第4号様式(第6条、第8条関係)
(平13規則49・平15規則22・平17規則28・平23規則18・令元規則27・令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006707.rtf


第5号様式(第10条関係)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00000989.rtf


第6号様式(第11条関係)
(令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006708.rtf


第7号様式(第12条関係)
(令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006709.rtf


第8号様式(第14条関係)
(令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006710.rtf


第9号様式(第16条関係)
(平15規則22・平17規則28・平23規則18・令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006711.rtf




第10号様式(第17条関係)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00000994.rtf


第11号様式(第18条関係)
(平15規則22・平23規則18・令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006712.rtf


第12号様式(第19条関係)
(平15規則22・平23規則18・令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006713.rtf


第13号様式(第20条関係)
(令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006714.rtf


第14号様式(第22条関係)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00000998.rtf


第15号様式(第23条関係)
(平15規則22・平23規則18・令3規則50・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/pref.nara/reiki_honbun/word/k401FG00006715.rtf


附　則(平成一三年規則第四九号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附　則(平成一五年規則第二二号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

附　則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

附　則(平成二一年規則第六六号)
(施行期日)

1　この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)



2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第二十四条の
規定により保健所の長に提出されている書類は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行細則第二十四条の規定により奈良県景観・環境保全センターの長に提出された書類とみなす。

附　則(平成二三年規則第一八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附　則(平成二五年規則第九九号)抄
(施行期日)

1　この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附　則(令和元年規則第二七号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附　則(令和三年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。


